
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み
な
さ
ん
は
「
人
権
擁
護
委
員
制
度
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
長
の
推
薦
を
受
け
て
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
民
間
の
立
場
か
ら
人
権
擁
護
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
々
で
す
。 

熊
本
市
で
は
、
現
在
３９
名
の
方
々
が
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
こ
の
日

に
人
権
フ
ェ
ス
タ
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
度
は
下
通
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
子
ど
も
達
と
パ
レ
ー
ド
に
よ
る
人
権
啓
発
活
動
に
取
り

組
ま
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
人
権
相
談
も
行
わ
れ
て
お
り
、
面
談
・
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
手
紙
な
ど
に
よ
り
様
々
な
人
権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。 

相
談
を
受
け
た
後
は
法
務
局
と
と
も
に
問
題
解
決
の
お
手
伝
い
や
人
権
侵
害
の
被
害
者
の
救
済
な
ど
幅
広
い
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

相
談
事
業
は
法
務
局
等
で
行
わ
れ
る
ほ
か
市
内
５
つ
の
区
役
所
で
毎
月
２
回
人
権
擁
護
委
員
が
出
向
き
「
人
権
相
談
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
開
催
日
等
に
つ
い
て
は
各
区
役
所
総
務
企
画
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

 今
年
度
は
来
た
る
１１
月
１３
日
よ
り
２５
日
ま
で
開
催
す
る
、
当
セ
ン
タ
ー
で
の
人
権
に
関
す
る
取
組
「
か
け
は
し
ウ
ィ
ー
ク
」
で
も
、「
出

前
相
談
」
と
し
て
人
権
擁
護
委
員
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
相
談
事
業
を
行
い
ま
す
。 

 皆
さ
ん
！ 

こ
の
機
会
に
人
権
に
関
す
る
お
悩
み
事
が
あ
れ
ば
、
ご
相
談
さ
れ
て
く
だ
さ
い
。 

  

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
相
談
日
」 

期
日
：
１１
月
１５
日
（
水
）・
１１
月
２２
日
（
水
） 

時
間
：
午
前
（
９
時~

正
午
） 

申
込
：
１１
月
上
旬
よ
り
電
話
又
は
窓
口
に
て 

 

申
込
・
問
合
せ
先
：
ふ
れ
あ
い
文
化
セ
ン
タ
ー
（
０
９
６
・
３
６
６
・
７
３
１
０
） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（
熊
本
市
ふ
れ
あ
い
文
化
セ
ン
タ
ー
広
報
紙
「
か
け
は
し
」
十
月
号
よ
り
） 

 

令 和 ５ 年 度

2019 年 10 月人権一口講座 

人
権
擁
護
委
員
制
度
に
つ
い
て 

 
 

 

 

「
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
」 

０
５
７
０
❘
０
０
３
❘
１
１
０ 

 

 


